
当施設における「居住費」と「食費」の料金は、
所得段階により利用者負担額が異なります。

●利用者負担　第1段階
　○生活保護を受給している方など
　○世帯全員が市町村民税非課税者で
　　かつ老齢福祉年金を受給している方

●利用者負担　第2段階
　○世帯全員が市町村民税非課税者で
　　かつ課税年金収入額と合計所得金額と
　　非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
　○預貯金等が単身で650万円（夫婦で1,650万円）
　　以下の方

●利用者負担　第3段階①
　○世帯全員が市町村民税非課税者で
　　かつ課税年金収入額と合計所得金額と
　　非課税年金収入額の合計が年間80万円超
　　120万円以下の方
　○預貯金等が単身で550万円（夫婦で1,550万円）
　　以下の方

●利用者負担　第3段階②
　○世帯全員が市町村民税非課税者で
　　かつ課税年金収入額と合計所得金額と
　　非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方
　○預貯金等が単身で500万円（夫婦で1,500万円）
　　以下の方

●利用者負担　第4段階
　○利用者負担第1段階～第3段階に該当しない方

※上記「世帯全員」とは世帯を分離している配偶者を含みます。

なお、利用者負担第1段階から第3段階までは、市町村の
窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を
受け、施設に提示する必要があります。
施設で申請の手続きをご説明いたしますので相談員
までご相談ください。

利用料金は介護保険負担割合証の負担割合に
より、1割、2割または3割の自己負担となります。
本利用料一覧は1割負担の方の自己負担額を
表示しております。
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